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習志野市児童育成支援拠点事業運営業務委託候補者募集に係る質問回答書 

№ 質問事項 回  答 備考 

1 

開所する日数は週 3 日以上

となっているが、開所の曜

日については事業者で決め

てもよろしいでしょうか。 

開所の曜日につきましては、事業者で決めていただいて差し支

えありません。 

ただし、利用児童が生活のリズムを作れるよう留意してくださ

い。 

 

2 

ソーシャルワーク専門職

員、心理療法担当職員につ

いて、非常勤職員としての

配置を考えております。そ

の場合も加算は取れますで

しょうか。 

非常勤職員として配置していても、加算の対象となります。 

ただし、職務内容が十分に果たせるような勤務形態としてくだ

さい。 

 

3 

賃貸物件の場合、7 月から 

9 月末までの準備期間の賃

借料について、開設準備経

費として計上が可能でしょ

うか？もしくは、賃借料補

助加算として計上が可能で

しょうか。 

事業開始前の賃借料につきましては、開設準備経費として計上

をお願いします。 
 

４ 

応募書類（第一次審査書

類）の提出書類につきまし

て、７．８の県税の納税証

明と 法人市民税の納税証明

書について、それぞれ、千

葉県、習志野市の本店また

は営業所はない場合は提出

については不要という事で

よろしいでしょうか。 

それぞれ、千葉県内、習志野市内に本店又は営業所等が無い場

合は、提出の必要はありません。 
 

５ 

応募書類（第一次審査書

類）の提出書類につきまし

て、６の法人税、消費税、

地方 消費税の納税証明書に

ついて、私どもは収益事業

を行っておりませんため、

発行される納税証明書はそ

の１（納付すべき税額、納

付した税額及び未納税額等

の証 明）、その３（未納の

税額がないことの証明）、

その４（証明を受けようと

する期間に、 滞納処分を受

けたことがないことの証

明）が発行対象となります

が、これでよろしいでしょ

うか。 

収益事業を行っていない場合は、納税証明書（その２）所得金

額の証明につきましては不要です。 
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６ 

仕様書「7 業務内容」の

「（４）食事の提供」について、

職員も食卓を共にし、同じもの

を食すことも想定されますが、

許容されますでしょうか。 

食事の提供につきましては、職員も食卓を共にし、同じものを

食べることは問題ありません。 
 

７ 

仕様書「7 業務内容」の

「（8）送迎支援」がある場合、

送迎支援を行う時間帯につい

ては、それらに従事する人員を

配置人数としてカウントして差

し支えないでしょうか。 

開所時間中で利用児童がいない時間帯については１人以上、利

用児童がいる時間帯については２人以上の職員を実施場所に配

置してください。なお、送迎中の職員は、この配置人数にはカ

ウントされません。 

 

８ 

送迎加算について 

安全面や家庭状況を踏まえ、

保護者による送迎対応ケース

が考えられます。保護者送迎

時の加算算定の可否について

お知らせください。 

送迎加算は、希望するすべての利用児童の送迎を行う場合に対

象となります。そのため、保護者が希望しない場合に送迎を実

施しなくても差し支えありません。なお、送迎加算については

通年で判定いたします。 

 

９ 

物件資料の提出について 

新耐震基準適合の証明として

何を提出すべきか。 

特に様式の指定はありません。完成時期がわかる資料であれば

問題ありません。 
 

10 

賃貸補助加算について 

共益費・管理費・駐車場代・敷

金礼金は含むことは可能です

か。 

敷金については対象外となります。礼金については開設準備経

費として計上をお願いします。共益費・管理費・送迎用車両の

駐車場代につきましては賃借料補助加算の対象とします。 

 

11 

開設準備期間の賃借料（6月

～9月） 

賃貸補助の範囲であるか。 

事業開始前の賃借料につきましては、開設準備経費として計上

をお願いします。 
 

12 
食事提供による保健所への届

出は必要でしょうか 

施設で食事を作る場合や、別施設で作った食事（弁当）を提供

する場合等、様々な提供形態が考えられます。保健所に確認

し、必要な申請を行ってください。 
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13 

職員配置加算について 

心理療法担当職員加算・ソー

シャルワーク専門職員配置加

算取得の勤務日数の規定は

ありますか 

勤務日数の規定はありませんが、職務内容が十分に果たせるよ

うな勤務形態としてください。 
 

14 

保険加入水準について 

事故・トラブル対応の損害賠

償保険・傷害保険の補償金の

水準はありますか 

特に補償金の水準はありません。ただし、事故等が起きた時に

相手側に必要な補償ができるよう留意してください。 
 

15 

企画提案書の制限について 

ページ数制限 

図表・フロー図の折込や許容

範囲についてお知らせくださ

い。 

ページ数に制限はありませんが、第二次審査は応募者によるプ

レゼンテーションが３０分、選定委員会委員からのヒアリング

が２０分となります。 

図表・フロー図の折込につきましても、特に制限はありません

が、A4 版以上を使用する場合は、A4 サイズに折り込んでくだ

さい。 

 

 


